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はじめに 

１ 計画策定の趣旨 

国では、平成 23年（2011年）3月 11日に発生した東日本大震災を契機として、「強くしな

やかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」（以下「国土強

靱化基本法」という。）を平成 25年 12月に施行し、同法に基づく「国土強靱化基本計画」（以

下「基本計画」という。）が平成 26 年６月に策定され、以後同計画に沿った様々な取組みが

進められています。 

長野県では、「第２期長野県強靱化計画」（以下「県計画」という。）を平成 30 年 3 月に策

定し、「多くの災害から学び、いのちを守る県づくり」を総合目標として、地域防災力の充実

などを柱とした強靱化に向けた取組みを進めています。 

そのような中、令和元年（2019 年）10 月には台風第 19 号（令和元年東日本台風）の豪雨

により、長野市など北信地方の複数の市町村で大規模な河川氾濫が発生し、甚大な被害をも

たらした。翌令和 2 年 7 月にも梅雨前線豪雨により県内の広い範囲で土砂災害が発生しまし

た。 

本村においても自然災害は繰り返し発生しており、今後再び大災害が発生してもおかしく

ない状況にあります。国や県の国土強靱化に関する動向を踏まえ、その被害を最小限に抑え、

迅速な復旧復興へとつながる、災害に強く安全・安心な村づくりを着実に推進するため、「阿

智村国土強靱化地域計画」を策定します。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、国土強靱化基本法第 13条の規定に基づく国土強靱化地域計画として策定するも

のであり、阿智村第 6 次総合計画との調和を図るとともに、分野ごとの個別計画に係る国土

強靱化の指針となるものです。 
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地域防災計画との関係 

出典：「国土強靱化地域計画策定ガイドライン（第 7版）基本編」 

 

 

３ 計画期間 

本計画の期間については、阿智村第６次総合計画の計画期間に合わせることとし、令和３

年度（2021年度）から令和９年度（2027年度）までの７年間とします。ただし、今後の社会

経済情勢等の変化や国土強靱化施策の進捗状況等を考慮し、必要に応じて見直すものとしま

す。 

 

  



 

- 3 - 

第１章 基本的な考え方 

１ 基本目標 

本計画では、阿智村第６次総合計画に定める村の将来像「暮らす、生きる。阿智家族」（住

民一人ひとりの人生の質を高められる、持続可能な村づくり）の具現化を念頭におき、国土

強靱化を推進するうえでの基本目標を、次の４つとします。 

 村民や来訪者の生命を守ること 

 村及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

 村民の財産及び公共施設に係る被害を最小化すること 

 被災した場合も迅速な復旧復興を可能にすること 

 

２ 事前に備えるべき目標 

本村における国土強靱化を推進するうえで事前に備えるべき目標として、次の７つを設定

します。 

 人命の保護が最大限図られること 

 負傷者等に対し、迅速に救助、救急活動が行われること 

 必要不可欠な行政機能、情報通信機能は確保すること 

 必要最低限のライフラインを確保し、早期復旧ができること 

 流通・経済活動を停滞させないこと 

 二次的な被害を発生させないこと 

 被災した方々の日常の生活が迅速に戻ること 

 

３ 強靱化を推進する上での基本的な方針 

国土強靱化の理念を踏まえ、大規模自然災害に備えて、事前防災、減災及び迅速な復旧復

興に資する強靱な地域づくりについて、過去の災害から得られた経験を教訓としつつ、以下

の方針に基づき推進します。 

 

【強靱化に向けた取組姿勢】 

 本村の強靱性を損なう要因についてあらゆる側面から検討を加え、取組みにあたるこ

と 

 短期的な視点のみならず、長期的な視野も持って計画的な取組みにあたること 

 災害に強い村づくりを進めることにより、地域の活力を高め、地域経済の持続的な成

長につなげるとともに、地域との連携を強化する視点を持つこと 

 大規模災害に備え、県や近隣市町村との連携だけでなく、国や県外の地方自治体及び

民間との連携を強化し、広域的な応援・受援体制を整備すること 

 

【効率的かつ効果的な施策の推進】 

 災害リスクや地域の状況等に応じて、防災施設の整備、施設の耐震化、代替施設の確

保等のハード対策と訓練・防災教育等のソフト対策を適切に組み合わせて効果的に施

策を推進するとともに、このための体制を早急に整備すること 
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 「自助」､「共助」及び「公助」を適切に組み合わせ、官（国、県、村）と民（住民、

民間事業者等）が適切に連携及び役割分担して取り組むこと 

 非常時に防災・減災等の効果を発揮するのみならず、平時にも有効に活用される対策

となるよう工夫すること 

 人口の減少や社会資本の老朽化等を踏まえ、財政資金の効率的な使用による施策の持

続的な実施に配慮するとともに、重点化を図ること 

 国や県の施策の適切かつ積極的な活用、既存の社会資本の有効活用、民間資金の積極

的な活用を図ること等により、効率的かつ効果的に施策を推進すること 

 施設等の効率的かつ効果的な維持管理に資すること 

 人命を保護する観点から、関係者の合意形成を図りつつ、土地の合理的利用を促進す

ること 

 

【地域の特性に応じた施策の推進】 

 地域の強靱化の推進には、地域の共助による取組みも重要であることから、人のつな

がりやコミュニティ機能の維持に努めること 

 高齢者、障がい者、外国人、女性、子ども等の状況に配慮して施策を講じること 

 自然との共生、環境との調和及び景観の維持に配慮すること 
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第２章 阿智村の地域特性 

１ 自然的条件 

（１）位置・地勢 

阿智村は、長野県の南端、下伊那郡の西部に位置し、北は木曽郡南木曽村、東は飯田市、

下條村と阿南村、南は平谷村に接し、西は恵那山を境として岐阜県中津川市に接しています。 

村の総面積は、214.43km2、標高は 410ｍから恵那山山頂 2,191ｍにまで及びます。地形は全

体的に急峻な山間地で、地目別利用面積では山林・原野等が 95％を占めている。集落は河川

沿いの段丘や過去の土石流跡である扇状地上に形成され、60の集落が立地しています。 

阿智村の地形 
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河川は、北部の木曽山地に端を発した黒川、清内路川、西部の恵那山を源に本谷川、横川、

大沢川が合流し、阿智川となって、村の中央を東に流れ天竜川へ達し、南部の大川入山を源

に、恩田川、治部坂川が合流し、和知野川となって東南に流れ天竜川に達しています。 

山地斜面は急傾斜であり、地質は主に風化の進んだ花崗岩であるため、土砂災害が発生し

やすい状況です。 

また、村内には、伊那谷断層帯（西縁断層帯）、清内路峠断層などの活断層が分布していま

す。これらの活断層は地震の発生源であることに加え、断層破砕帯等の発達により土砂の供

給源となるなど、災害発生の原因となっています。 

この他にも周辺には、多くの活断層があり、さらに東海地震の想定震源域から 100km 圏内

に位置しているため、地震の被害を受けやすい地域であるといえます。 

 

（２）気候 

本村の気候は、内陸部に位置することから東日本区の中央高原区に属していますが、表日

本東海型気候を混有する特異な地帯で、気温の日格差が大きいのが特徴です。 

四季の変化が明瞭で、年間の降水量の平均は、1,800mm～2,600mmと地域によってばらつき

がみられます。浪合地区は地形的特性から年間降水量は多く、特に梅雨期、秋霜期に集中し

ています。 

一年を通じて比較的温暖で住みよい気候です。集落は標高約 500ｍから約 1,200ｍの山間地

に点在していることから、地域によってかなり違いもみられます。高原地帯の浪合地区や清

内路地区は夏は冷涼で、冬は気温が低い特徴があります。 

 

 

２ 社会環境 

（１）人口 

本村の人口は、令和 2年（2020年）4月 1日現在 6,112人となっています。 

昭和 50 年（1975）年から平成 12 年（2000）年までの 25 年間は概ね 7,800 人程度で推移

し、ほぼ横ばいを保ってきました。しかし平成 12年以降は人口の減少が続いており、今後も

減少の見込となっています。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2045 年で 2010 年人口の約７割まで減少

すると予想されています。 

年齢３区分別の人口をみると、年少人口、生産年齢人口は減少傾向、65歳以上の老年人口

は増加し、少子高齢化の傾向が顕著となっています。 
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上：阿智村と長野県の人口の推移 

下：年齢３区分別人口の推移 

資料：国勢調査、阿智村人口ビジョン 

 

（２）産業 

産業別の就業人口をみると、第一次産業では昭和 50年（1975）年と比べ平成 27年（2015）

年の産業別構成比では 37.1％から 14.6％へと減少しています。さらに、第二次産業も構成比

で 35.3％から 28.2％へと減少しています。一方、第三次産業は構成比で 27.6％から 57.1％

へと大きく増加しています。農業を中心とした第一次産業、製造業等の第二次産業が縮小傾

向で、第三次産業の伸長が明確な対比をみせています。 
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産業別就業人口の推移 

資料：国勢調査 

 

 

３ 阿智村における災害リスク 

（１）地震災害 

長野県を含む中部地方は活断層が特に集中している地域であり、本村において大きな被害

が予想される活断層として伊那谷断層帯、阿寺断層帯があります。また、本州の南岸に沿っ

て延びる南海トラフ等では巨大地震の発生が予想されています。これらの地震が発生した場

合、本村においても震度 6以上の強い揺れに見舞われることが予想されています。 

過去に被害をもたらした地震の履歴を下表に示します。 

 

阿智村に被害をもたらした主な地震災害 

西暦年 和暦年 月 規模 被 害 内 容 

1433 永享 5 9 Ｍ7＜ 相模湾付近が震源の地震。天龍村坂部では、地割れができ

た。 

1498 明応 7 8 Ｍ8.4 東海沖の巨大地震で、下伊那でも被害があったと考えられ

る。 

1586 天正 13 1 M7.8 天正地震。複数震源の直下型巨大地震で、下伊那でも土砂災

害があった。 

1662 寛文 2 5 M7.6 琵琶湖付近が震源の直下型地震で、信濃でも被害があった。 

1703 元禄 16 11 M8.0 元禄地震。相模湾が震源。伊那谷でも倒壊家屋あり。 

1707 宝永 4 10 M8.4  東南海沖震源の最大級の地震。飯田の被害は歴史上最大。落

石等多数発生。  

1718 享保 3 7 M7.0  遠山地震。南信濃村付近が震源。山崩れ、跳び石で死者 50

余。中央構造線の活動。  

1725 享保 10 7 M6.5 諏訪、高遠付近が震源。遠山地震と同様に中央構造線の活動

による。  

1854 安政 1 11 M8.4 安政東海地震。飯田で死者 34人。32時間後に安政南海地震

発生。  
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西暦年 和暦年 月 規模 被 害 内 容 

1891 明治 24 10 M8.0 濃尾地震。最大級の直下型地震。飯田でも地面に亀裂など。

山崩れ多数。  

1923 大正 12 9 M7.9 関東大震災。飯田地方で壁に亀裂。  

1944 昭和 19 12 M7.9 東南海地震。飯田は震度４。落石で飯田線が不通になった。 

 

 

（２）風水害 

急峻な地形で脆弱な地質を有する本村では、6～8月の梅雨前線による大雨、また秋の台風

により、これまで繰り返し大きな災害が引き起こされてきました。 

主な災害の概要を下表に示します。 

 

阿智村に被害をもたらした主な風水害 

西暦年 和暦年 月 被 害 内 容 

1721  享保 6 4  大洪水により流出家屋 29戸。（旧浪合）  

1790  寛政 2 8  豪雨による被害拡大（旧浪合）。  

1870  明治 3 9  暴風雨により、死者 3名。倒壊家屋多数。（旧浪合）  

1953  昭和 28 6  豪雨により被害。（旧浪合） 

1953  昭和 28 7  降水量が 200mmとなり、半壊家屋 1戸。（旧清内路）  

1957  昭和 32 6  台風 5号により、死者 1名。流出家屋 4戸、全半壊家屋 20戸。（旧浪

合）、台風 5号により、全半壊家屋 8戸。（旧清内路）、梅雨前線によ

る大雨により、死者 5名、行方不明 4名。全半壊家屋 25戸、流出家

屋 13戸（旧阿智） 

1959  昭和 34 9  伊勢湾台風（台風 15号）により、全半壊家屋 65戸（旧浪合）、全半

壊家屋 89戸（旧清内路）、死者 2名、全半壊家屋 304戸（旧阿智）  

1960 昭和 35  台風 16号により、家屋埋没等の被害数箇所。（旧浪合） 

1961  昭和 36 6  集中豪雨。土砂流により学校施設埋没、全半壊家屋数戸（旧浪合）。  

1961  昭和 36 7  台風６号および梅雨前線豪雨により死者 1名、全半壊家屋 33戸（旧

清内路）。死者 2名、全半壊家屋 20戸、流出家屋 4戸（旧阿智）  

1969  昭和 44 8  台風 7号により半壊家屋 2戸（旧浪合）。  

1983  昭和 58 9  台風 10号により、死者 1名。全半壊家屋 2戸。（旧阿智）  

2000  平成 12 9  東海豪雨により、全半壊家屋１０戸、床上床下浸水 36戸（旧阿智）  

2013  平成 25 9  台風 18号により、半壊非住家 1施設、床上床下浸水 21戸  
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第３章 脆弱性評価 

１ 評価の枠組み及び手順 

（１）評価対象とする災害 

脆弱性評価の対象は、阿智村の地域特性及び過去に発生した災害等を踏まえ、甚大な被害

をもたらすおそれがある大規模自然災害である、風水害、大地震とします。 

 

（２）評価の手順 

脆弱性評価は以下の手順で行いました。 

① 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）の設定 

② 現行施策を抽出し、現行施策で対応できているかを検証 

 

 

２ 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）の設定 

阿智村において想定されるリスクシナリオとして、下記の 30の事態を対象としました。 

 

対象とする「起きてはならない最悪の事態」（リスクシナリオ） 

事前に備える

べき目標 
番号 起きてはならない最悪の事態 

1 人命の保護

が最大限図

られること 

1-1 住宅の倒壊や、住宅密集地の火災による死傷者の発生 

1-2 多数の者が利用する施設の倒壊・火災による死傷者の発生 

1-3 豪雨による河川の氾濫に伴う住宅などの建築物の浸水 

1-4 土石流、地すべり等の土砂災害による死傷者の発生 

1-5 
避難勧告・指示の判断の遅れや、情報伝達手段の不備に伴う避難の遅れによ

る死傷者の発生 

2 負傷者等に

対し、迅速

に救助、救

急活動が行

われること 

2-1 
長期にわたる孤立集落等の発生（大雪を含む）や、被災地での食料、飲料水

等の長期にわたる不足 

2-2 警察、消防、自衛隊による救助･救急活動等の不足 

2-3 医療機関、医療従事者の不足や、医療施設の被災による医療機能の麻痺 

2-4 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

3 必要不可欠

な 行 政 機

能、情報通

信機能は確

保すること 

3-1 信号機の停止等による交通事故の多発 

3-2 村役場をはじめとする地方行政機関の大幅な機能低下 

3-3 停電、通信施設の倒壊による情報通信の麻痺・長期停止 

3-4 テレビ･ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態 

（次のページにつづく）  
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対象とする「起きてはならない最悪の事態」（リスクシナリオ）（つづき） 

事前に備える

べき目標 
番号 起きてはならない最悪の事態 

4 必要最低限

のライフラ

インを確保

し、早期復

旧ができる

こと 

4-1 
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・都市ガス・LPガス

サプライチェーンの機能の停止 

4-2 上水道等の長期間にわたる供給停止 

4-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

4-4 地域交通ネットワークが分断する事態 

5 流通・経済活

動を停滞さ

せないこと 

5-1 サプライチェーンの寸断等に伴う企業の生産力低下による経済活動の麻痺 

5-2 幹線道路、鉄道等の基幹的交通ネットワークの機能停止 

5-3 食料・飲料水等の安定供給の停滞 

6 二次的な被

害を発生さ

せないこと 

6-1 土石流、地すべりなど土砂災害による二次災害の発生 

6-2 ため池、ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

6-3 有害物質の大規模拡散･流出 

6-4 農地・森林等の荒廃 

6-5 観光や地域農産物に対する風評被害 

6-6 避難所等における環境の悪化 

7  被災した

方々の日常

の生活が迅

速に戻るこ

と 

7-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

7-2 道路啓開等の遅れにより復旧・復興が大幅に遅れる事態 

7-3 倒壊した住宅の再建が大幅に遅れる事態 

7-4 地域コミュニティの崩壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

 

 

３ 評価の結果 

（１）評価のポイント 

（2）で設定したリスクシナリオについて、阿智村第 6次総合計画の施策分野（住民・行政、

教育・文化・地域愛、医療・福祉・健康、産業振興・雇用創出、環境・防災・安心の 5分野）

ごとに、現在行われている取り組み等を各項目に当てはめました。第 6 次総合計画上ではカ

バーされていない項目がみられたことから、必要に応じて個別計画も参照しました。 

これらの情報から、リスクシナリオごとに想定される状況を脆弱性評価結果として整理し

ました。併せて、脆弱性への対策となる取組方針も検討しました。 

脆弱性評価結果は資料編（別冊）資料 1に掲載しました。 
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第４章 国土強靱化の推進方針 

第２章で示した本村の地域特性や、第３章で示した脆弱性評価結果を踏まえ、「起きてはな

らない最悪の事態（リスクシナリオ）」回避するために必要な施策を以下に示します。 

なお、具体的な取組については、資料編の資料２「国土強靱化推進方針に基づく取組等一

覧」に示します。 

 

１ 人命の保護が最大限図られること 

１－１ 住宅の倒壊や住宅密集地の火災による死傷者の発生 

住宅及び宅地の耐震化  

 住宅の耐震診断及び耐震改修の取組みが進むよう、「阿智村耐震改修促進計画」に基づ

き村民に耐震診断を促すとともに、住宅・建築物安全ストック形成事業を活用して耐

震改修等を推進する。また、住宅耐震改修に対する村民への啓発や耐震改修に係る技

術者育成等を進める。 

 大規模地震時の宅地被害に起因する住宅等の倒壊を防止するため、大規模盛土造成地

においては地盤の変動予測調査や崩落防止対策等を促進する。また、発災後の二次被

害を防止するため、宅地被害の状況を迅速に把握するための体制整備を進める。 

 

ガス設備の耐災性の向上  

 爆発やそれに伴う火災の発生を防ぐため、LP ガス事業者においては LP ガス容器の転

倒転落防止措置の強化や安全装置（自動ガス遮断装置等）の整備促進等の自主保安活

動を積極的に促進する。 

 

家庭・事業所における地震対策  

 各家庭や事業所における地震対策を進めるため、住家や事業所の耐震化のみならず家

具の固定等、身の回りの安全対策や非常持出品の準備等の重要性について、防災講座

等を通じて意識啓発を図る。 

 地震発生時に村民各自が身の安全を確保する行動をとれるよう、緊急地震速報等を活

用した初動対応訓練（シェイクアウト訓練）の実施を検討する。 

 

災害対応業務の標準化・共有化  

 関係機関が連携して災害対応を円滑に行えるよう、東日本大震災の教訓や訓練等の結

果を踏まえ、非常時優先業務等を整理のうえ、業務継続計画に基づき業務継続体制を

整備する。また、関係機関における情報の共有と災害対応業務の習熟を図る。 

 

防災情報等の迅速かつ的確な周知・伝達  

 住民へ防災上の重要情報や避難勧告等の災害情報を確実に伝達するため、防災情報を

国から市町村が直接受信する J アラート（全国瞬時警報システム）や、避難勧告等の

情報を広く住民に伝達する Lアラート（災害情報共有システム）を活用するとともに、
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これらの情報伝達体制による訓練を行う。 

 村民に防災に関する情報が迅速かつ的確に周知・広報できるよう、防災行政無線を活

用するとともに、報道機関等との連携体制を構築する。 

 防災情報（水位、雨量、カメラ画像等）を提供する県防災情報システムや、県防災気象

情報メールサービスについて村民に周知するとともに、多様な情報提供手段を確保す

るため、SNSや県・村ウェブページなどを活用した迅速かつ的確な情報発信体制を整え

る。 

 

防災訓練の実施 

 大規模災害時の初動対応力を強化するため、様々な災害を想定した防災訓練の実施に

より、災害対応業務の習熟や防災関係機関の連携強化を図る。 

 

過去の教訓や経験の伝承 

 災害の記憶や教訓が、村民の防災力向上に活用されるよう、広く啓発する。 

 

 

１－２ 多数の者が利用する施設の倒壊・火災による死傷者の発生 

公共建築物、学校及び教育・保育施設の耐震化及び火災防止  

 大規模地震等の発生時、庁舎等の公共施設の倒壊等を防止するため、吊り天井等の非

構造部材も含めた公共建築物の耐震化を着実に進めるとともに、エレベーター等の建

築設備の安全対策や火災警報器等の消防設備の適正な維持管理を行う。 

 学校において、児童・生徒及び教職員等の安全を確保するとともに、学校施設を避難

所として使用できるよう、校舎や体育館の耐震化及び天井の脱落対策等、非構造部材

も含めた施設・設備の耐震化や防火設備の適切な維持管理を行う。 

 

医療施設、社会福祉施設の耐震化及び火災防止  

 大規模地震等の発生時、医療施設や社会福祉施設の機能を維持するとともに、人的被

害の拡大を防ぐため、施設の耐震化やスプリンクラー、非常用自家発電設備等の設置

を促進する。 

 

不特定多数の者が利用する建築物の耐震化及び火災防止  

 大規模地震等の発生時、店舗、宿泊施設等の不特定多数の者が利用する建築物の倒壊

等を防止するため、耐震化の啓発活動や相談対応等を進める。また、耐震診断が義務

付けられた民間建築物については、住宅・建築物安全ストック形成事業を活用して非

構造部材も含めた耐震化を支援する。 

 不特定多数の者が利用する建築物の火災を防止するため、消防本部と連携して、消防

用設備の整備及び適切な維持管理や、実践的な訓練等を通じて防火防災体制の強化を

図る。 
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１－３ 豪雨による河川の氾濫に伴う住宅などの建築物の浸水 

浸水被害の防止に向けた河川整備等  

 大規模風水害時の広域的な浸水被害を防止するため、浸水被害が想定される河川や下

水道の整備等、ハード対策を実施する。 

 逃げ遅れ等を防止するため、防災情報システムによる雨量や河川水位等の情報を住民

の避難対策に活用する。 

 最大規模の洪水を想定したハザードマップを作成し、当該マップ等の情報を踏まえ、

公共施設や要配慮者利用施設等について、災害リスクの低い安全な土地利用の検討を

図る。 

 

流域治水  

 大規模な浸水被害を防止するため、河川堤防等の施設の整備など、河川の流域全体で

治水対策を行う「流域治水」に取り組む。 

 

避難勧告等の適切な発令  

 避難勧告等が適切に発令されるよう、防災システム等を用いて、村が避難勧告等の発

令に必要な情報を収集するとともに、発令方法等について国のガイドラインに基づき

見直しを実施する。 

 避難勧告等を踏まえ、村民が適切に避難できるよう、防災講座等において避難情報の

意味や重要性の周知・啓発を進める。 

 

事前予測が可能な災害への対応  

 事前予測が可能な大雨・台風等の災害時に発生する状況をあらかじめ想定し、関係機

関との災害対応を時系列で整理したタイムラインを活用し、関係機関が適時適切に対

応できるよう訓練等を行うとともに、連携強化を図る。 

 大雨等が予想される場合、多くの住民が安全なうちに避難するよう、危険が切迫する

前の明るいうちに避難する「予防的避難」の重要性について啓発する。 

 避難勧告等を踏まえ、住民が適切に避難するよう、防災講座等において避難情報の意

味や重要性の周知・啓発を進める。 

 

円滑な避難のための道路整備  

 道道路の浸水や交通渋滞等による逃げ遅れを防止するため、道路の計画的な整備及び

維持管理・更新に取り組むとともに、橋梁等の耐震化、浸水が想定される箇所での道

路かさ上げ、排水対策等の冠水対策を進める。 

 

災害対応業務の標準化・共有化【再掲】  

 →p.12を参照 
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防災情報等の迅速かつ的確な周知・伝達【再掲】  

 →p.12を参照 

 

防災訓練の実施【再掲】  

 →p.13を参照 

 

 

１－４ 土石流、地すべり等の土砂災害による死傷者の発生 

山地・土砂災害対策の推進  

 大規模な山地・土砂災害による死傷者の発生を防止するため、県と連携した治山施設

や保安林及び砂防施設の計画的な整備を行うとともに、土砂災害警戒区域等の指定に

応じた豪雨時の早期避難体制の整備等を進める。また、土砂災害特別警戒区域等内の

土地利用における制限を図る。 

 土砂災害による危険から住民や観光客等の安全を確保するため、土砂災害警戒区域等

の周知を行うとともに、土砂災害特別警戒区域内に居住する住民の安全な場所への移

転の促進を図る。 

 

災害対応業務の標準化・共有化【再掲】  

 →p.12を参照 

 

防災情報等の迅速かつ的確な周知・伝達【再掲】  

 →p.12を参照 

 

防災訓練の実施【再掲】  

 →p.13を参照 

 

 

１－５ 避難勧告・指示の判断の遅れや、情報伝達手段の不備に伴う避難の遅れに

よる死傷者の発生 

防災情報等の迅速かつ的確な周知・伝達【再掲】 

 →p.12を参照 

 

避難勧告等の適切な発令【再掲】 

 →p.14を参照 

 

通信手段の機能強化  

 大規模災害時、防災関係機関との通信を確保するため、防災行政無線等の通信設備の
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耐震化など通信体制の強化を図るとともに、72時間程度の停電に対応するための非常

用電源の整備及び電力や燃料の供給に関する協定締結等により、通信手段の多重化（リ

ダンダンシー）を図る。 

 災害活動時に使用する衛星携帯電話等の整備を推進する。 

 国、県、電気通信事業者の協力を得て、電源車や衛星携帯電話の貸出しを受け情報伝

達手段を確保できるよう、緊密な連携体制の構築を図る。 

 東日本大震災において、非常用電源の燃料が枯渇したことから、関係機関と連携して

使用可能時間を想定した燃料備蓄、燃料の迅速かつ安定的な確保を図る。 

 

要支援者対策の推進  

 避難行動要支援者が着実に避難できるよう、避難行動要支援者名簿の見直しや、個別

計画の策定及び見直しを推進する。また、地域における避難行動要支援者の情報共有

や安否確認、避難誘導ができる支援体制を整備する。 

 

観光客の安全確保等  

 大規模災害時、観光客の安全を確保するため、観光施設や宿泊施設において、観光客

に適切な避難誘導や情報提供がなされるよう、避難訓練や従業員に対する防災教育の

実施を促進する。 

 観光客の避難先の確保と、円滑な避難誘導の体制づくりを進める。 

 

外国人に対する情報提供の配慮 

 大規模災害時、外国人に対する支援を円滑に行うため、平時から外国語による表記や

わかりやすく、伝わりやすい「やさしい日本語」で説明した防災に関するパンフレッ

ト等による情報提供に努めるとともに、災害時に多言語による相談窓口の開設やホー

ムページ等での発信などを速やかに実施する体制を構築する。 

 公衆無線 LANの整備や ITを活用した災害情報の発信や多言語の案内表示の充実・改善

を進め、情報提供の充実を図る。 

 

情報伝達体制の整備と地域の共助  

 大規模災害時に、村と地域の間で情報を共有し、適切な災害対応が行われるよう、村

と自主防災組織との連携、自主防災組織等の活動の強化、地域防災リーダーの育成な

どの充実を図る。 

 

学校等の災害対応の機能向上  

 大規模災害時、児童生徒の身の安全を確保するため、学校及び教育・保育施設内で全

教職員等への確実な情報伝達がなされる体制を整備するとともに、訓練の実施により、

実効性を確保する。 

 防災教育の更なる充実により、大規模災害時、防災上の必要な情報が届かない場合も

児童生徒が自らの命を守れるよう主体的な行動を育成するとともに、児童生徒等の安



 

- 17 - 

全確保に向けた地域・保護者・関係機関等の連携協働体制を構築する。 

 

事前予測が可能な災害への対応【再掲】  

 →p.14を参照 

 

 

２ 負傷者等に対し、迅速に救助、救急活動が行われること 

２－１ 長期にわたる孤立集落等の発生（大雪を含む）や、被災地での食料、飲料

水等の長期にわたる不足 

家庭や事業所における備蓄の促進 

 大規模災害時、物資の供給が再開されるまでの間に、食物アレルギー対応食品等を含

め、必要な食料・飲料水等を確保するため、村民及び事業者に対し、備蓄の必要性に

ついての啓発を行い、最低 3日分（推奨 1週間）の備蓄を促進する。 

 

村での備蓄の促進 

 大規模災害時、多数の被災者に対し食料等の物資供給を迅速に行えるよう、備蓄方針

の見直しを検討し、食料や飲料水など、必要な備蓄量を確保する。 

 

民間企業・他行政機関等と連携した食料等の供給体制の整備 

 大規模災害時に食料等の物資を円滑に供給するため、民間企業や事業者団体と食料や

飲料水等の提供に係る協定を締結し、連携体制の整備を図るとともに、防災関係機関

や民間企業等との訓練を通じて供給体制の実効性を強化する。 

 

県や他市町村への応援要請による支援物資の調達・供給体制の整備 

 大規模災害時に村の備蓄では不足する事態に陥っても、支援物資を避難所に供給でき

るよう県と連携するとともに、「長野県市町村災害時相互応援協定」及び他市町村との

災害時応援協定等により供給体制の多重化、強化を図る。 

 

国や県のプッシュ型支援等を踏まえた物資供給体制の整備 

 大規模災害時に国や県が行うプッシュ型の物資支援等により、物資集積拠点に配送さ

れた支援物資を各避難所に円滑に届けるため、物流事業者等と連携するなど、その体

制を整備し、実効性を強化する。 

 

水道施設の耐震化等  

 水道施設の被災により飲料水の供給が長期間停止することを防止するため、県と連携

してアセットマネジメント（長期的視野に立った計画的な資産管理）等を活用した施

設の中長期的な更新計画策定を推進するとともに、水道施設の耐震化を促進する。 
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物資輸送ルートの確保に向けた道路整備  

 本村の縦軸・横軸の確保のため幹線道路ネットワークの整備を進める。 

 村内における災害時の物資輸送ルートを確保するため、県内各地域を結ぶ道路の計画

的な整備を進めるとともに、橋梁等の耐震化、計画的な維持管理・更新を徹底する。

また、緊急輸送道路における無電柱化を検討する。併せて、物資輸送ルートの早期啓

開を図るため、建設関係団体等と連携し、啓開体制の構築を推進する。 

 

孤立集落に対する取組み 

 支援物資の円滑な輸送や傷病者の救急搬送を可能とするため、県や関係機関等と連携

した孤立集落発生時における対応手順を定め、情報伝達体制を構築するとともに、住

民の早期避難や物資備蓄の啓発等に取り組む。 

 

孤立集落の発生防止に向けた道路整備 

 大規模災害時、多数の孤立集落の発生を防止するため、村内各地域や集落間を結ぶ道

路（農道・林道等含む）の計画的な整備を進めるとともに、橋梁等の耐震化、計画的な

維持管理・更新を徹底する。また、孤立集落発生時には道路、農道、林道等を活用し、

できるだけ早期の解消を図る。 

 

山地・土砂災害対策の推進 

 大規模な山地・土砂災害による孤立集落の発生を防止するため、県と連携した治山施

設や保安林及び砂防施設の計画的な整備を行うとともに、豪雨時の早期避難体制の整

備等を進める。 

 

防災拠点等への再エネ設備等の導入  

 大規模災害により電力事業者が被災し、電力供給が途絶した場合も防災拠点や避難所

の機能を維持するため、従来の非常用発電機に加え、再生可能エネルギーと蓄電池、

燃料電池等を合わせた自立・分散型エネルギーの導入を図る。 

 

自主防災組織の活動の強化 

 自主防災組織が村や消防団等と連携した対応ができるよう、平時の活動を通じて顔の

見える関係を構築するとともに、近隣住民の安否確認や避難誘導等に加え、災害時に

いち早く避難所を設置できるよう、避難所の設置・運営訓練等を推進する。 

 

孤立集落発生の防止 

 災害発生により集落の孤立が発生した場合、孤立が解消するまでの間、集落内におけ

る被災者救助・支援等を担う地域の共助体制を強化するため、地域コミュニティの維

持等の取組みについて支援する。 
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２－２ 消防等による救助･救急活動等の不足 

消防施設の耐災性の強化 

 大規模災害時に消防施設が地域の救助・救急、消火活動の拠点としての機能を果たせ

るよう、非構造部材も含めた施設の耐震化、備蓄や消防水利の耐震化等による水の確

保、非常用電源設備の整備促進及び浸水対策として上層階への電源設備や電子機器な

どの設備設置等に取り組む。 

 

消防の災害対処能力の強化 

 大規模災害時、迅速かつ的確な救助・救急活動並びに消火活動を実施するため、人員

の確保及び資機材等の充実を図るとともに、実践的訓練を反復実施する。 

 

長野県消防相互応援協定に基づく応援部隊の活用 

 大規模災害時における十分な救助・救急、消火活動を確保するため、長野県消防相互

応援協定に基づき、円滑に相互応援できる体制づくりを推進する。 

 

自衛隊、警察、消防等の県外からの応援部隊の受入体制の整備 

 大規模災害時等、県内の自衛隊、警察、消防などの実働機関活動の絶対的な不足を補

うため、県と連携して県外からの応援部隊の受入体制を整備するとともに、応援側と

受援側の事前の役割分担のルール化や訓練等に取り組む。 

 多くの応援部隊を受け入れるため、宿営地や駐車場を含めた部隊の活動拠点を複数確

保するとともに、情報共有による円滑な活動体制整備に取り組む。 

 

災害対応業務の標準化・共有化【再掲】  

 →p.12を参照 

 

消防団における人員、資機材の整備促進  

 地域の防災力の強化を図るため、商工関係団体等への情報提供や協議等により消防団

活動に対する企業等の理解を促進するとともに、能力や事情に応じて特定の活動のみ

参加する機能別消防団員の確保・拡大も含め、消防協会等と連携した消防団員の確保・

支援対策に取り組む。 

 消防団の災害対応力向上のため、県による補助や国の無償貸与制度及びその他各種団

体等の寄贈事業等を活用して資機材の整備を推進する。 

 

自主防災組織の活動の強化【再掲】 

 →p.19を参照 

 

救助・救急ルートの確保に向けた道路整備  

 本村の縦軸・横軸の確保のため幹線道路ネットワークの整備を進める。 
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 村内における災害時の救助・救急ルートを確保するため、村内各地域を結ぶ道路の計

画的な整備を進めるとともに、橋梁等の耐震化、計画的な維持管理・更新を徹底する。

また、緊急輸送道路における無電柱化を検討する。併せて、物資輸送ルートの早期啓

開を図るため、建設関係団体等と連携し、啓開体制の構築を推進する。 

 

 

緊急交通路の確保  

 大規模災害時、被災地への車両の過剰な流入を抑制し、緊急車両等の通行を確保する

ため、直ちに主要幹線道路の被災状況を把握するとともに、緊急交通路を指定し一般

車両の通行規制を行うことができるよう、平時から交通管理者と道路管理者の連携体

制を強化する。 

 

 

２－３ 医療機関、医療従事者の不足や、医療施設の被災による医療機能の麻痺 

長野県災害派遣精神医療チーム（DPAT）の受入体制整備  

 大規模災害時、被災地域の精神科病院の診療支援や、避難所生活を送る発達障がい児

も含む患者の対応、災害のストレスによって心身の不調を来した被災者の心のケア等

を行うため、県内の精神科医療機関で編成する災害派遣精神医療チーム（DPAT）を速

やかに受け入れるための体制整備を図るとともに、受入を想定した研修を実施する。 

 

実働機関のヘリコプターの活用  

 大規模災害時、医療機関に加え、警察、消防、自衛隊、海上保安庁等の応急対応を行う

実働機関のヘリコプターが機動的かつ継続的に活動できるようにするため、場外離着

陸場を確保する（燃料補給を含む）。 

 

医療活動の支援ルートの確保に向けた道路整備  

 本村の縦軸・横軸の確保のため幹線道路ネットワークの整備を進める。 

 村内における災害時の医療活動の支援ルートを確保するため、村内各地域を結ぶ道路

の計画的な整備を進めるとともに、橋梁等の耐震化、計画的な維持管理・更新を徹底

する。また、緊急輸送道路における無電柱化を検討する。併せて、医療活動の支援ル

ートの早期啓開を図るため、建設関係団体等と連携し、啓開体制の構築を推進する。 

 

 

２－４ 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

感染症の発生・まん延防止  

 浸水被害等による感染症の発生予防・まん延防止のため、平時から予防接種を促進す

るとともに、災害時に消毒・害虫駆除等が適切かつ速やかに実施されるよう、県と連
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携して防疫対策に取り組む。 

 

避難所等の健康対策 

 避難者の健康悪化を防ぐため、関係機関と連携のうえ、避難所等における高齢者の生

活不活発病対策及び誤嚥性肺炎予防のための口腔ケア・歯科保健指導等を実施するた

めの体制を整備する。 

 

エコノミークラス症候群の予防 

 大規模災害時、エコノミークラス症候群の発生を防ぐため、平時からその発症リスク

と予防法等についての防災教育を行うとともに、発生直後から様々な広報媒体を利用

して、加圧靴下の使用や予防に必要な運動などの啓発を行う。 

 

生活用水の確保 

 大規模災害時にトイレ等の生活用水を確保するため、住民に対し近隣にある井戸の位

置や使用の可否について事前に確認するよう啓発を図る。また、学校のプールの利用

について学校施設管理者とあらかじめ協議を行う等、生活用水の確保について事前の

備えを推進する。 

 各家庭において普段から風呂に水を貯める（幼児がいる家庭においては安全面に留意）

など、生活用水の確保について啓発を行う。 

 事業所等と大規模災害時の井戸水の提供に係る協定締結等を推進する。 

 

下水道業務継続計画（BCP）の充実 

 大規模災害時の下水道施設の被災による衛生悪化に伴う疫病・感染症等の発生を防止

するため、外部からの支援を受けて下水道施設の被災状況を迅速に確認する調査体制

を整えるとともに、下水道事業継続計画（BCP）の充実を図り、下水を速やかに排除・

処理する体制を整える。 

 

 

３ 必要不可欠な行政機能、情報通信機能は確保すること 

３－１ 信号機の停止等による交通事故の多発 

災害時の交通安全対策  

 大規模災害時、交通事故の多発や大渋滞を防止するため、平時から迅速な道路交通情

報の把握や提供を行う体制を整えるとともに、交通安全教育の推進を図る。 
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３－２ 村役場をはじめとする地方行政機関の大幅な機能低下 

防災拠点施設等の耐災性の強化  

 防災拠点施設の被災による応急対策や救助活動等の停滞を防止するため、庁舎等の防

災拠点施設や学校等の指定避難所など防災上重要な建築物について、「阿智村公共施設

等総合管理計画」に基づき、吊り天井等の非構造部材も含めた耐震化を重点的に推進

するとともに、エレベーター等の建築設備の安全対策を着実に進める。 

 災害対策本部として使用する庁舎等においては、長時間の停電時にも活動できるよう、

非常用電源設備の維持管理、電力供給箇所の確認を行うとともに、電力や燃料の供給

に関する民間事業者等との協定締結を進める。 

 大規模災害時に、応急対策や救助活動等の活動拠点として使用できるよう、代替施設

を事前に確保する。 

 

業務継続可能な体制の整備  

 大規模災害時に必要な業務を継続するため、あらかじめ代替庁舎の確保や非常時優先

業務の整理、災害業務に従事する職員に必要な食料備蓄など、庁内業務継続計画（BCP）

を策定する。 

 大規模災害時にも円滑に業務を継続するため、受援計画の策定や地域防災計画に基づ

く個別分野別のマニュアル等の見直しを進める。 

 災害等による庁内ネットワークの停止やデータの消失等を防ぐため、重要な通信回線

の二重化やネットワーク機器の予備装置の確保及び遠隔地でのバックアップ、パソコ

ン等の情報端末の代替機器の確保等を進める。 

 

学校等における業務継続可能な体制の整備  

 大規模災害時、学校において、学校運営に加え、並行して実施せざるを得ない避難所

運営への協力、村の防災担当部局や地域の自治組織等との連絡調整などの災害対応業

務を円滑に進めるため、学校における業務をスリム化するとともに、災害時に優先す

る行事や教職員の業務をあらかじめ決めておく等、業務継続計画（BCP）の策定を推進

する。 

 

 

発災直後の職員参集及び対応体制の整備  

 職員の参集体制及び災害対応体制を整備するため、職員等の安否確認の手段を整え、

訓練により実効性を高める。また、外部の応援職員も必要な対応ができるよう、各種

の災害対応業務マニュアルを整備する。 

 

自治体間の応援体制の構築 

 他市町村との応援体制を円滑にするため、「長野県市町村災害時相互応援協定」に基づ

く受援計画の策定を進め、大規模災害時の連携体制の強化を図る。 
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県外からの応援部隊の受入体制の整備 

 大規模災害時、県外からの応援部隊の受入を円滑に行うため、応援側と受援側の役割

分担のルール化等を進める。 

 

防災訓練の実施【再掲】  

 →p.13を参照 

 

職員の安全確保に関する意識啓発  

 地震発生時に職員自身が自らの安全を確保する意識や能力を身につけるため、災害時

初動対応訓練の実施等により、対応能力の向上を図る。 

 

 

３－３ 停電、通信施設の倒壊による情報通信の麻痺・長期停止 

防災拠点施設等の非常用電源の整備の推進  

 防災拠点施設の被災による応急対策や救助活動等の停滞を防止するため、庁舎等の防

災拠点施設や学校等の指定避難所など防災上重要な建築物について、吊り天井等の非

構造部材も含めた耐震化を重点的に推進するとともに、エレベーター等の建築設備の

安全対策を着実に進める。 

 災害対策本部として使用する庁舎等においては、長時間の停電時にも活動できるよう、

非常用電源設備の整備、電力供給箇所の確認を行うとともに、電力や燃料の供給に関

する民間事業者等との協定締結を進める。 

 大規模災害時に、応急対策や救助活動等の活動拠点として使用できるよう、代替施設

を事前に確保する。" 

 

通信手段の機能強化【再掲】  

 →p.15に同じ 

 

 

３－４ テレビ･ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態 

防災情報等の迅速かつ的確な周知・伝達【再掲】  

 →p.12に同じ 

 

通信手段の機能強化【再掲】  

 →p.15に同じ 
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４ 必要最低限のライフラインを確保し、早期復旧ができること 

４－１ 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・都市ガス・LPガ

スサプライチェーンの機能の停止 

燃料供給体制の構築  

 大規模災害時、電力供給ネットワークや石油・LPガスサプライチェーンの機能停止を

防ぐため、県と連携のうえ、燃料供給体制の構築を図る。 

 

エネルギー供給に向けた道路整備  

 本村の縦軸・横軸の確保のため幹線道路ネットワークの整備を進める。 

 村内における災害時の社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギーを

供給するため、村内各地域を結ぶ道路の計画的な整備を進めるとともに、橋梁等の耐

震化、計画的な維持管理・更新を徹底する。また、緊急輸送道路における無電柱化を

検討する。併せて、物資輸送やライフライン復旧に必要なルートの早期啓開を図るた

め、建設関係団体等と連携し、啓開体制の構築を推進する。 

 

防災拠点等への電力の早期復旧に向けた連携強化  

 大規模災害に備え、電力事業者において電力設備の耐災性を確保するとともに、災害

時に電力供給が途絶した場合も、防災拠点、避難所や医療機関等の機能維持に必要な

電力を早急に確保するため、平時から電力事業者と大規模災害を想定した災害発生時

の連絡体制、応急復旧対策等について連携の強化を図る。 

 

防災拠点等への再エネ設備等の導入【再掲】  

 →p.19を参照 

 

 

４－２ 上水道等の長期間にわたる供給停止 

水道施設の耐震化等【再掲】  

 →p.18を参照 

 

応急給水体制の整備  

 大規模災害時に被災した水道施設の迅速な把握に努めるとともに、「長野県市町村災害

時相互応援協定」に基づき必要に応じた応援給水体制を確保するため、平時から担当

部局の連絡体制の確認、災害時に応援可能な資機材の情報共有に取り組む。 

 

生活用水の確保【再掲】  

 →p.22を参照 
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上水道業務継続計画（BCP）の策定  

 大規模災害時の上水道施設の被災による供給の長期停止を防止するため、水道事業継

続計画（BCP）を策定する。 

 

 

４－３ 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

下水道施設等の整備  

 大規模災害時の汚水処理機能の長期停止を防止するため、下水道施設の耐震化を推進

するとともに、ストックマネジメント計画に基づき、計画的な維持修繕・改築を進め

る。 

 災害時の避難所等における住民の生活・衛生環境の向上のため、避難所開設時に備え

てマンホールトイレ等の整備を推奨・推進するとともに、仮設トイレのし尿を、被災

していない下水処理場等で受け入れる体制を事前に整える。 

 

浄化槽の整備等  

 大規模災害時の汚水処理機能の長期停止を防止するため、単独浄化槽から合併浄化槽

への転換を促進するとともに、被災した浄化槽の早期復旧のための体制を整備する。 

 

下水道業務継続計画（BCP）の充実【再掲】  

 →p.22を参照 

 

４－４ 地域交通ネットワークが分断する事態 

公共交通機関に係る情報体制の整備  

 運行状況が大きく変化する災害時の公共交通機関の情報を、正確かつ迅速に把握・発

信するため、交通事業者との情報連絡体制の再構築及び情報発信体制の強化を推進す

る。 

 

地域交通ネットワークの確保に向けた道路整備  

 大規模災害時の地域交通ネットワークを確保するため、村内各地域や集落間を結ぶ道

路（農道、林道等含む）の計画的な整備を進めるとともに、橋梁等の耐震化、計画的な

維持管理・更新を徹底する。また、緊急輸送道路における無電柱化を検討する。併せ

て、物資輸送ルートの早期啓開を図るため、建設関係団体等と連携し、啓開体制の構

築を推進する。 
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５ 流通・経済活動を停滞させないこと 

５－１ サプライチェーンの寸断等に伴う企業の生産力低下による経済活動の麻

痺 

事業者における BCP策定促進  

 大規模災害後、事業者が中核事業を継続又は再開し、サプライチェーンの寸断等から

早期に復旧できるよう村内事業者の事業継続計画（BCP）策定を促進するとともに、よ

り実効性の高い産業別 BCPへの改訂等を支援する。 

 

金融機関や商工団体等との連携  

 大規模災害後、被災中小企業の事業再建を促進するため、金融支援及び経営支援が円

滑に実施されるよう、平時から金融機関や商工団体など経営支援機関との連携を推進

する。また、中小企業への情報提供、相談窓口の設置、手続きの迅速化、被災中小企業

の状況に応じた適時の制度融資の改正を図るとともに、経営指導員の知識・ノウハウ

の習得促進により商工団体のサポート力を強化し、相談支援体制の充実を図る。 

 

物資輸送ルートの確保に向けた道路整備【再掲】  

 →p.18を参照 

 

道路情報の迅速かつ正確な提供  

 大規模災害時に道路の通行規制情報や緊急情報を迅速かつ正確に道路利用者へ伝える

ため、道路情報提供装置の新設・更新及び機能の高度化を図るとともに、インターネ

ット等を活用した情報発信体制の整備を進める。 

 

災害時の集出荷体制の構築  

 大規模災害時の農作物や木材、特用林産物の出荷等を確保するため、広域的に選果機

能等を代替・利用する体制の構築に向けた関係機関の取組みを支援するとともに、農

道・林道の計画的な整備及び適切な維持管理を行う。 

 

 

５－２ 幹線道路、鉄道等の基幹的交通ネットワークの機能停止 

交通ネットワークの確保に向けた道路整備  

 本村の縦軸・横軸の確保のため幹線道路ネットワークの整備を進める。 

 村内における災害時の交通ネットワークを確保するため、村内各地域を結ぶ道路の計

画的な整備を進めるとともに、橋梁等の耐震化、計画的な維持管理・更新を徹底する。

また、緊急輸送道路における無電柱化を検討する。 

 物資輸送ルートの早期啓開を図るため、建設関係団体等と連携し、啓開体制の構築を

推進する。 
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公共交通機関に係る情報体制の整備【再掲】  

 →p.27を参照 

 

５－３ 食料・飲料水等の安定供給の停滞 

民間企業・他行政機関等と連携した食料等の供給体制の整備【再掲】 

 →p.18を参照 

 

県や他市町村への応援要請による支援物資の調達・供給体制の整備【再掲】 

 →p.18を参照 

 

国や県のプッシュ型支援等を踏まえた物資供給体制の整備【再掲】 

 →p.18を参照 

 

家庭や事業所における備蓄の促進【再掲】  

 →p.18を参照 

 

物資輸送ルートの確保に向けた道路整備  

 物資輸送ルートの早期啓開を図るため、建設関係団体等と連携し、啓開体制の構築を

推進する。 

 

災害時の活動拠点等の整備  

 今後整備を計画している道の駅において、大規模災害時における避難所や災害応急対

策活動及び物資輸送の拠点基地として活用できるよう、防災機能の強化を図る。 

 

 

 

６ 二次的な被害を発生させないこと 

６－１ 土石流、地すべりなど土砂災害による二次災害の発生 

道路情報の迅速かつ正確な提供【再掲】  

 →p.29を参照 

 

道路防災施設の維持管理・更新【再掲】？  

 大規模災害時の落石防護柵等の道路防災施設の損壊等による二次災害を防止するため、

維持管理計画を策定し、より効果的・効率的な道路防災施設の維持管理、機能強化及

び設備の更新等を行う。 
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６－２ ため池、ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

農業用ため池等の維持管理・更新  

 大規模災害時の農業用ため池の決壊等による二次災害を防止するため、農業用ため池

の点検や改修の必要性を判定し計画的に改修を進めるとともに、築造後数十年経過し

ている農業用ダムについては、機能保全計画に基づき必要な更新整備を行う。 

 ため池管理者による日常管理や緊急体制の整備、ハザードマップの作成等、ため池の

適正な維持管理を推進する。 

 

６－３ 有害物質の大規模拡散･流出 

有害物質の流出対策等  

 有害物質の大規模拡散・流出等による環境への悪影響を防止するため、あらかじめ工

場・事業場の情報を整理し、各分野において事故時の応急措置や環境調査に活用でき

るように準備するとともに、事故発生を想定したマニュアルの整備を促進するなど、

国、県及び事業者と連携した取組みを進める。 

 

アスベスト対策  

 被災建築物におけるアスベスト建材の露出及び解体工事による、周辺へのアスベスト

の飛散を防止するため、飛散性の高いアスベスト建材が使用されている可能性の高い

建築物のリストをあらかじめ整備するとともに、保健所との連携体制を構築する。ま

た、工事従事者の暴露防止のための防じんマスクの備蓄を促進する。 

 

NBC災害に対応する体制の整備  

 大規模災害の発生に伴う有害物質等の大規模拡散・流出による環境への悪影響を防止

するため、県や関係機関と連携し、特殊災害（NBC災害）に対応する体制を整備する。 

 

 

６－３ 農地・森林等の荒廃 

農業生産基盤の整備及び保全管理 

 農地等の荒廃による大規模災害の被害拡大を防止するため、農業生産基盤を計画的に

整備し、農業生産活動を維持するとともに、農業生産基盤の保全管理を図ることによ

り、農業・農村が有する洪水防止等の多面的機能を適切に維持・発揮させる。 

 

鳥獣被害対策の推進 

 鳥獣被害による農地・森林等の荒廃により、大規模災害時の被害が拡大することを防

止するため、県と連携し、地域住民が主体となって「被害防除」「環境整備」「有害鳥

獣捕獲」等の総合的な対策に取り組む「地域ぐるみの鳥獣被害対策」を進める。 
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農地・農業用施設の保全 

 地震や豪雨等に伴う農地や農業用施設の被害の防止又は軽減を図るため、ため池や用

排水路等、農地・農業用施設の計画的な整備、適切な維持管理を行う。 

 

農業施設の耐候性等の強化 

 大規模災害時の農業施設の被災による施設園芸の競争力低下を防止するため、気象災

害に強い耐候性強化型ハウスの導入を促進する。 

 

共済加入の促進 

 大規模自然災害が発生しても、農業経営の安定を図るため、農業災害補償制度がセー

フティネットとして十分な役割を果たすよう、農業共済加入を促進する。 

 

適切な森林整備の推進 

 台風や集中豪雨等による山地崩壊等の防止や洪水調節など森林が持つ多面的機能を確

保するため、伐採跡地の再造林や間伐等の適切な森林整備を推進するとともに、大規

模な森林伐採が伴う山地の開発等に対して適切に対処していく。 

 

山地・土砂災害対策の推進 

 森林の荒廃による大規模災害の被害拡大を防止するため、県と連携した治山施設や保

安林及び砂防施設の計画的な整備を行う。 

 

中山間地域の振興  

 多面的かつ公益的な機能の維持・活性化を図るため、中山間地域の多面的機能の普及

啓発、地域リーダーの育成、地域住民等が主体となって行う地域コミュニティの維持

等の取組みを支援する。 

 

 

６－５ 観光や地域農産物に対する風評被害 

正確かつ迅速な情報収集・伝達体制の整備  

 大規模災害時に風評被害の拡大を防止するため、警察・消防や関係機関と連携して、

正確な情報の収集や様々な手段による発信に努める。 

 村内観光事業者と連携体制を構築のうえ、正確な情報の収集や様々なチャンネルを通

じた迅速な情報発信を行う。" 
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６－６ 避難所等における環境の悪化 

指定避難所等の見直し 

 多数の被災者の受け入れが可能となるよう、福祉避難所を含めた指定避難所及び避難

場所の見直しを図る。 

 

指定避難所・指定緊急避難場所の防災機能強化 

 大規模災害時、多数の避難者を受け入れる避難所等を確保するため、避難所等として

指定する施設については、非構造部材も含めた耐震化を推進するとともに、給水施設

（井戸等）、非常用電源、マンホールトイレの検討を含め各種トイレ等の整備を進める。 

 

指定避難所等の周知徹底  

 避難所への円滑な避難が可能となるよう、平時から指定避難所や福祉避難所の場所、

福祉避難所の制度等について周知徹底を図る。 

 

避難所の体制整備 

 要配慮者への支援、プライバシーの確保など多様な視点に配慮した避難所運営が行わ

れるよう、自主防災組織等の住民組織とボランティア等との連携を前提とした避難所

運営マニュアルの作成や、関係機関による研修・訓練等の取組みを推進する。 

 公共施設等において、避難所指定の有無に関わらず、大規模災害時には多くの被災者

が避難されることを想定し、施設の安全性の確認方法及び避難者の対応体制の整備を

図る。 

 

避難所の健康対策【再掲】 

 →p.21を参照 

 

福祉避難所の円滑な運営 

 大規模災害時、福祉避難所が円滑に開設・運営されるよう、福祉避難所への避難方法

と対象者の整理等を行い、福祉避難所運営マニュアルの策定や、関係機関による研修・

訓練等に取り組む。 

 

長野県災害派遣福祉チームの受入体制整備 

 大規模災害時、避難所等において高齢者や障がい者等の要配慮者に対し十分なケアを

行うため、長野県災害派遣福祉チーム、長野県災害派遣医療チーム（DMAT）、介護職員

等ボランティアのスムーズな受援ができるよう、災害時の体制を整備し、平時から研

修や実践訓練等を行う。 

 

指定避難所以外の被災者の把握体制  

 大規模災害時、車中泊等を行う被災者に対応するため、自治会や自主防災組織、消防
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団、NPO、ボランティア等と連携して指定避難所以外の避難所や大規模駐車場等への避

難者（車中泊者を含む）を把握するとともに、情報や物資の提供体制を整備する。 

 

エコノミークラス症候群の予防【再掲】  

 →p.22を参照 

 

災害時の活動拠点等の整備【再掲】  

 →p.30を参照 

 

 

 

７ 被災した方々の日常の生活が迅速に戻ること 

７－１ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 

災害廃棄物処理体制等の構築  

 大規模災害時における災害廃棄物の処理を円滑に行うため、災害廃棄物の発生量の推

計や処理方法などの災害廃棄物処理計画の策定を行う。 

 

災害廃棄物の仮置場の確保  

 迅速かつ適正に災害廃棄物の処理が行えるよう、災害廃棄物の発生量の推計をもとに

仮置場候補地の選定をしておく。 

 

災害廃棄物処理に関する関係団体等との連携  

 大規模災害時に、損壊家屋の撤去等や大量に発生する災害廃棄物の処理を促進するた

め、関係団体等と廃棄物処理に関する協定を締結するなど、相互協力体制の整備を図

る。 

 

 

７－２ 道路啓開等の遅れにより復旧・復興が大幅に遅れる事態 

沿道建築物の耐震化、通行空間の確保  

 大規模災害時の沿道建築物、電柱及びブロック塀の倒壊による死傷者の発生、避難や

救助活動等の停滞を防止するため、危険ブロック塀撤去や緊急輸送道路沿いの建築物

について、住宅・建築物安全ストック形成事業を活用して耐震診断、耐震改修等を進

める。 

 

道路等の復旧・復興を担う人材の確保  

 大規模災害時の道路啓開等の停滞を防止するため、災害時支援協定を締結している建
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設関係団体との連携体制を強化し、災害の発生を想定した訓練等を実施する。 

 

地籍情報の適正な管理  

 大規模災害後、復旧・復興が迅速に実施できるよう、地籍情報を適正に管理し、土地

境界等の確認が円滑にできるようにする。 

 

 

７－３ 倒壊した住宅の再建が大幅に遅れる事態 

罹災証明書の速やかな発行  

 大規模災害時に罹災証明書を速やかに発行できるよう、平時から住家被害認定調査を

実施する職員を育成するとともに、他自治体の応援職員を想定したマニュアルの整備

等を行う。 

 

被災建築物等の迅速な把握  

 大規模災害時に損傷を受けた建築物の倒壊等による二次災害を防止するため、県、建

築関係団体と連携し被災建築物の迅速な応急危険度判定等が実施できるよう、人材を

確保・育成する。 

 

被災文化財の復旧  

 大規模災害時、早期に文化財の被害状況を把握し復旧を行うため、文化財の保存修復

等の専門的知識や技術を持つ人材を確保･育成する。 

 

埋蔵文化財発掘調査を行う体制の整備  

 大規模災害後、復旧に向けた住宅等の建替えが円滑に進むよう、埋蔵文化財発掘等に

必要な専門的知識や技術を持つ人材を確保･育成する。 

 

生活再建支援制度等の周知  

 大規模災害時、生活再建支援制度や義援金等の支援制度を被災者へ伝えるために、見

込まれる支援策の内容を事前に整理し、国・県及び他県における災害時の支援情報の

収集に努める。 

 

応急仮設住宅の迅速な提供  

 住家を失った被災者が、住まいを含めた生活再建を進められる状況を整えるため、一

時的な住居となる応急仮設住宅を迅速に確保できるよう、様々な災害を想定した建設

型仮設住宅の候補地をあらかじめ定め、住民との合意形成を推進する。 

 

地籍情報の適正な管理【再掲】  

 →p.35を参照 
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地震保険加入率の向上  

 大規模災害時の被災者の住宅再建が迅速、円滑に進むよう、住民に地震保険制度の周

知・啓発を図る。 

 

災害ボランティアとの連携  

 大規模災害時、社会福祉協議会等ボランティア関係者と連携して被災者支援等に取り

組めるよう、連携ガイドラインを作成し、ボランティア関係者の受入を前提とした連

携体制の構築を推進する。 

 

相談体制の整備  

 大規模災害時に住民からの各種相談に対応できるよう、社会福祉協議会等と連携した

相談対応や SNS等の多様な手段による情報提供を行う体制を整備する。 

 

金融機関や商工団体等との連携【再掲】  

 →p.29を参照 

 

 

７－４ 地域コミュニティの崩壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

地域における共助の推進 

 大規模災害時に、村と地域の間で情報を共有し、適切な災害対応が行われるよう、村

および社会福祉協議会と自主防災組織との連携強化や自治会等の活動の強化、地域防

災リーダーの育成などの充実を図る。 

 

自主防犯・防災組織等のコミュニティ力の強化 

 自主防犯組織等の防犯活動の強化を図るため、防犯講話や装備資器材の整備充実等の

支援を行う。 

 

地域と学校の連携 

 大規模災害時、避難所となる学校の混乱を回避するため、コミュニティ・スクールを

推進し、学校において、地域と連携した防災システムの構築や避難訓練の実施を図る

とともに、児童生徒の地域における防災活動への参加を促し、学校と地域の連携協働

体制を強化する。 

 

地域コミュニティの維持 

 災害時の共助を担う地域コミュニティの崩壊や機能低下を防ぐため、地域住民等が主

体となって行う地域コミュニティの維持に係る取組みを、社会福祉協議会と連携のう

え支援する。 
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 大規模災害からの復旧・復興過程において、一時的な地域コミュニティの崩壊により、

被災者が孤立することを防止するため、平時からの民間事業者との協定の締結、民間

ボランティア団体との連携など、被災者の見守りに資する体制の構築を図る。 

 

消防団における人員、資機材の整備促進【再掲】  

 →p.20を参照 

 

学校における人材の育成  

 大規模災害時、円滑な災害対応ができるよう、避難所運営の協力や応急教育などの専

門的知識を有する人材を育成する。 

 

災害ボランティアとの連携【再掲】  

 →p.36を参照 
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第５章 計画の推進 

１ 進捗をはかる指標 

本計画の進捗をはかる指標として、下記を重要業績指標（KPI）として使用します。 

 

本計画に係る重要業績指標（KPI）一覧 

項目名 

現状 目標 
掲載リスク

シナリオ 数値 
時点 

（年度） 
数値 

時点 

（年度） 

特定空家処置件数 0 2016 1 2022 1-1 

地域支援マップ作成地区数 2 2017 6 2022 1-6 

点検判定Ⅲ以上の橋梁修繕率 0％ 2017 100％ 2022 
2-1、4-4、

5-1、5-2 

消防団員数 215人 2017 220人 2022 2-2 

機能別消防団員数（消防予備員） 109人 2017 150人 2022 2-2 

災害応援等の協定 21件 2017 40件 2022 3-2 

林道等路網開設済延長 4,571m 2016 10,000m 2022 5-1 

有休農地再生面積 5.3ha 2017 8.0ha 2022 6-3 

農業担い手育成人数 2人 2017 6人 2022 6-3 

間伐面積 100ha 2016 200ha 2022 6-3 

 

 

２ 計画の推進と見直し 

（１）他の計画等の必要な見直し 

本計画は、地域の強靱化の観点から、村における分野ごとの個別計画の指針となるもので

あることから、本計画で示された指針に基づき、他の計画等においては、必要に応じて所要

の検討を行い、本計画との整合性を図る必要があります。 

 

（２）不断の見直し 

本計画の計画期間は、第１章（３）のとおり令和３年度から令和 7 年度までの 5 年間とし

ていますが、計画期間内においても施策の進捗や社会情勢の大きな変化等により見直しが必

要な場合は、適宜見直しの検討を行うものとします。 

 

（３）進捗管理と推進 

本計画による強靱化を着実に推進するため、施策の進捗状況の把握等を行うために設定し

た重要業績指標（ＫＰＩ）を用いて進捗管理を行うとともに、ＰＤＣＡサイクルを繰り返し、

全庁が一体となって取組みを推進することとします。 

 

 


